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問合せは健康福祉計画課（０７９８・３５・３２８８）へ。

市民一人ひとりが尊重しあい 支えあう
心かようまちづくり

少子高齢化の進展や生活スタイルの多様化、住民どうしのつながりの

希薄化などにより、市民一人ひとりが抱える生活課題は複雑・多様化して

います。このような状況のもと、誰もが地域で安心して暮らしていくため

には、地域で助けあい、支えあう「地域福祉」の推進が求められています。

すべての人が個人として尊重され、地域で安心して自立した生活が送

れるよう、市民一人ひとりの地域福祉に対する意識の高揚を図り、地域

福祉を市民、事業者、行政などの協働のもとに推進するため策定したも

のです。

《期間》…平成１７年度～２１年度の５年間。必要に応じて内容の見直し

を行います。

《策定過程》…計画策定にあたって、市民の皆さんの参画によるワー

クショップや地域フォーラムなどを開催し、地域の実態や課題、その解

決方法などについて話しあいました。そこでの意見もふまえ、地域福祉

計画策定委員会（公募委員・福祉関係者・学識経験者などで構成）で計

画の内容について検討を進めました。

☆基本的視点

○市民一人ひとりの自分らしい生き方を尊重するまちづくり

○地域の特性を尊重するまちづくり

○市民の主体的・積極的な取り組みを重視するまちづくり

○地域にかかわるすべての主体の協働・連携によるまちづくり

○地域の資源を活（い）かしたまちづくり

☆基本目標

計画の基本理念の実現に向けて次の基本目標を掲げ、市民の皆さんと

行政の協働により、地域福祉の推進に取り組んでいきます。

１．地域住民の支えあいによるまちづくり
地域活動への積極的な市民参加やボランティア、ＮＰＯ、自治会等と

の連携による地域福祉推進の仕組みづくりに取り組みます。

２．安心して暮らせるサービス利用の仕組みづくり
市民の皆さんが支援を必要とするときに、必要とするサービスを安心

して利用できる仕組みづくりに取り組みます。

３．人にやさしい福祉のまちづくり
都市環境などのハード面のまちづくりと「心のバリアフリー」に向け

たソフト面のまちづくりを推進します。

☆重点プロジェクト

この計画の推進役となる事業を「重点プロジェクト」と位置づけ（下

記参照）、その推進を図ります。

①ＮＰＯとの協働

◆ＮＰＯとの協働・連携の強化、市民交流センターの活用・充実

②地域福祉モデル事業の推進

◆活発な地域活動に対する重点的な支援

③情報提供体制の整備

◆地域公共ネットワークの活用、情報共有の仕組みづくり

問合せは子育て支援グループ（０７９８・３５・３６５８）へ。

子どもが輝くまち・人にやさしいまち 西宮へ
～子育てするなら西宮～

国は、少子化の流れを変える対策として、平成１５年７月に「次世代

育成支援対策推進法」を制定し、地方公共団体や企業に、１０年間の集

中的・計画的な少子化対策への取り組みを進めるための行動計画策定

を義務づけました。子育ての責任は保護者や家庭が有するという基本

的な考えのもとに、子どもの健全な成長とすべての家庭の子育てを、

行政・企業・地域全体で支えていくことが求められています。

現在、本市では子どもの数が増加していて、これまで以上に子育て

世代を対象とした施策が必要になってきています。

《期間》…平成１７年度～２１年度の前期５カ年計画。２２年度からの後

期５カ年計画については、前期計画にかかる必要な検証を行い、子ど

もを取り巻く環境の変化、西宮市の状況等に迅速に対応して策定しま

す。

《策定過程》…本市の少子化の現状やアンケート調査の結果等をふ

まえ、学識経験者、関係団体等の代表者、市民公募委員からなる「西

宮市次世代育成支援行動計画策定委員会」等で検討してきました。

☆基本的な視点

○子どもの幸せを第一に考えます

○子育てが楽しく思えるまちをめざします

○まち全体で子どもを育みます

☆基本目標

１．すべての家庭の子育てを支えるまちづくり
２．母と子の健康を支えるまちづくり
３．子育てと仕事の両立を支えるまちづくり
４．ゆとりある教育の実現と健全育成のまちづくり
５．子どもや子育て家庭にやさしいまちづくり

☆計画の重点施策

①既存施設を活用した地域子育て支援拠点の設置と、すべての子育て

家庭に必要な情報が届くような子育て情報発信等の充実を図ります

②子育ての悩みを共有できるような仲間づくりを進めるため、子育て

支援のネットワークの構築を進めます

③児童虐待の予防・防止に取り組むなど、子どもの権利を擁護する取

り組みを進めます

④子どもの病気や発育・発達などの育児への不安解消に向けた相談・

指導体制の充実等を図り、母子保健の充実をめざします

⑤保育所待機児童の解消と保育の充実を図るため、定員の拡大に努め

るほか、公私立の保育所・幼稚園の役割分担などの検討を進めます

⑥子どもたちの主体的な学習、基礎・基本の確実な定着をめざし、ゆ

とりある教育を進めます

⑦学校、幼稚園、保育所などでの安全体制の充実に向けた取り組みを

地域住民と協働で進め、子どもの安全対策を推進します

誰もが安心して暮らせる
心かようまちづくり

「地域福祉計画」、「次世代育成支援行動計画」を策定
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